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　今年１０月から、循環型社会の形成とごみの減量化を図るために、現在、不燃ごみとして収集しているプラス
チック類のうち容器包装リサイクル法に該当するプラスチックの分別収集を開始します。

　商品の容器や包装に使用されていたもので、商品（中身）が消費されたり分離された場合
に不要になるプラスチックのことです。

　容器そのものやラベルに� プラマークが付いています。
　文房具・おもちゃ・バケツなど商品そのものは、容器包装プラスチックではありません。

容器包装プラスチックとは

なぜ、容器包装以外のプラスチックは 
対象にならないの？

　容器包装リサイクル法では、分別・収集・中間
処理・再商品化の役割と費用の分担が定められて
おり、製造者などの事業者は再商品化の費用の分
担を、市町村は収集・中間処理を、そして消費者は
分別の役割を担うことになっています。そこで、
費用を分担していない容器包装以外のプラスチッ
クは、再商品化のルートに乗せられないのです。

●
袋
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●
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●チューブ・カップ類

●トレイ・パック類

詳しくは次の日程で説明会を実施します！ 
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第　２　回第　１　回会　　場

９月９日（土）
１０時

８月２９日（火）
１４時木 古 庭 会 館

８月３１日（木）
１４時

８月１９日（土）
１３時上 山 口 会 館

９月６日（水）
１４時

８月２７日（日）
１０時下 山 口 会 館

９月５日（火）
１０時

８月２０日（日）
１３時一 色 会 館

９月２日（土）
１０時

８月２１日（月）
１４時一 色 岡 会 館

９月２日（土）
１３時

８月２２日（火）
１４時真 名 瀬 会 館

９月１３日（水）
１０時

９月１０日（日）
１０時堀 内 会 館

※どちらの会場でもご参加できますので、都合のよい日にお越しください。

※上記説明会のほか、ご要望のある自治・町内会などの説明会も行いますのでご要望ください。

　問合せ　環境課　�内線２２２

第　２　回第　１　回会　　場

９月３日（日）
１３時（予定）

８月２４日（木）
１４時木 の 下 会 館

９月８日（金）
１４時

８月２７日（日）
１３時

町 役 場 ４ 階
大 会 議 室

９月４日（月）
１４時

８月２６日（土）
１０時海 宝 寺

９月７日（木）
１４時

８月２０日（日）
１０時長 柄 下 会 館

９月８日（金）
１０時

９月３日（日）
１０時長 柄 会 館

９月９日（土）
１３時

８月２５日（金）
１４時葉 桜 会 館

９月４日（月）
１０時

８月１９日（土）
１０時イトーピア会館


